
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 回定時株主総会招集ご通知に際しての 

インターネット開示事項 
 

 

 

 

 

 

個 別 注 記 表 

連 結 注 記 表 

（自平成 23 年４月１日  至平成 24 年３月 31 日） 

 

 

 

 

上記 計算書類の「個別注記表」および連結計算書類の「連結注記表」につきましては、

法令および当社定款第16条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://ir.j-oil.com）に掲載することにより、株主の皆様に提供しております。 

 

株式会社Ｊ-オイルミルズ 
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個 別 注 記 表 

 

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

Ⅰ.資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式･･･････移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの･･･････決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの･･･････移動平均法に基づく原価法 

（２）デリバティブ･･･････時価法。ただし、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しております。 

（３）たな卸資産 

原材料中の大豆・菜種・トウモロコシ・あまに･･･････先入先出法に基づく原価法 

 （貸借対照表価額は収益性低下による簿価切下げの方法により算定） 

上記以外のたな卸資産･･･････月別総平均法に基づく原価法 

 （貸借対照表価額は収益性低下による簿価切下げの方法により算定） 

 

Ⅱ.固定資産の償却の方法 

（１） 有 形 固 定 資 産（リース資産を除く） 

建 物･･････ 定額法 

上記以外の有形固定資産･･････ 定率法 

なお、主な耐用年数は建物が７年～50 年、構築物が 10 年～60 年、機械及び装置が７年～15 年で

あります。 

（２） 無 形 固 定 資 産（リース資産を除く）････ 定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。また、のれんについては５年で償却しております。 

（３） リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。 

 

Ⅲ.重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

 

Ⅳ.引当金の計上基準 

（１） 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（２） 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上

しております。 

（３） 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

（４） 製品回収引当金 

製品自主回収に関する費用の支出に備えるため、合理的な損失見積額を計上することとしており

ます。 
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（５） 災害損失引当金 

自然災害等により損傷した資産の復旧等に要する支出に備えるため、合理的な損失見積額を計上

することとしております。 

（６） 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当

事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額

法により費用処理しております。 

また、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）によ

る定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控

除した額を超過する場合には、前払年金費用として計上することとしております（前払年金費用は

投資その他の資産の「その他」に含めて計上しております）。 

（７） 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金及び執行役員の退職給付の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

（８） 環境対策引当金 

有害物質の処理等の環境対策の支出に備えるため、合理的な損失見積額を計上しております。 

 

Ⅴ.重要なヘッジ会計の方法 

（１） ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を採用し、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理

を採用しております。 

（２） ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘ ッ ジ 手 段 ヘ ッ ジ 対 象  

為替予約 外貨建買掛金及び外貨建予定取引 

金利スワップ 借入金 

（３） ヘッジ方針 

内規に基づき、為替変動及び市場金利の変動によるリスクを低減する目的で行っております。 

（４） ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ期間全体のキャッシュ・フロー総額をひとつの単位とみなし、各有効性判定時点で既経過

分キャッシュ・フロー総額を算定し、ヘッジ対象とヘッジ手段の各キャッシュ・フロー総額の変動

額を比較する方法によっております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。 

 

Ⅵ.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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【貸借対照表に関する注記】 

Ⅰ．保証債務 

保 証 先 
保証金額 

（百万円） 
備 考 

従 業 員 9 住宅ローン等に対する保証債務 

計 9  

 

Ⅱ．関係会社に対する金銭債権債務 

短 期 金 銭 債 権 15,062 百万円 

短 期 金 銭 債 務 4,560 百万円 

 

Ⅲ．有形固定資産の減価償却累計額  

有形固定資産の減価償却累計額 106,683 百万円 

 

 

【損益計算書に関する注記】 

関係会社との取引 

営業取引による取引高 

売 上 高 72,674 百万円 

仕 入 高 7,582 百万円 

営業取引以外の取引による取引高 373 百万円 

 

 

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末 

普通株式（株） 609,958 4,318 1,965 612,311

（注）増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の買増し請求によるものであります。 
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【税効果会計に関する注記】 

Ⅰ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 百万円 

たな卸資産評価減 17 

土地評価減 805 

減価償却費 153 

有価証券評価減 138 

会員権等評価減 98 

貸倒引当金 48 

未払金 937 

未払社会保険料 40 

未払事業税 121 

賞与引当金 243 

退職給付引当金 1,742 

役員退職慰労引当金 99 

その他 127 

繰延税金資産小計 4,575 

評価性引当額 △1,141 

繰延税金資産合計 3,434 

 

（繰延税金負債） 

土地評価増による増加 △3,954 

退職給付信託に係る益金不算入額 △517 

固定資産圧縮積立金 △241 

その他有価証券評価差額金 △936 

繰延ヘッジ損益 △26 

繰延税金負債合計 △5,675 

繰延税金資産の純額 △2,241 

 

 

Ⅱ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（ 調 整 ） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.8％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.2％ 

法人住民税等の均等割額 1.1％ 

税額控除額 △0.8％ 

評価性引当額の増減 0.8％ 

税率変更に伴う影響額 △8.0％ 

その他 0.4％ 

税効果会計適用後法人税等の負担率 35.8％ 



- 5 - 

Ⅲ．法定実効税率の変更 

平成 23 年 12 月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部

を改正する法律」（平成 23 年法律第 114 号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するた

めに必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 117 号）が公布され、平成 24 年４月１日

以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとな

ります。 

平成 24 年４月１日から平成 27 年３月 31 日 38.01％ 

平成 27 年４月１日以降 35.64％ 

 

この税率の変更により繰延税金負債の純額が 405 百万円減少し、法人税等調整額が 270 百万円減少し

ております。 

 

 

【関連当事者との取引に関する注記】 

Ⅰ．親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

（被所有）

割合（％）

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引 

の内容

取引 

金額 

（百万円） 

科目 

期末 

残高 

（百万円）

その他

の関係

会社 

味の素

㈱ 

東京都

中央区 
79,863 

食料品等

製造 

その他 

被所有 

直接 

27.3 

転籍 

４人 

当社 

製品 

の販売

油脂 

製品 

の販売

53,509 売掛金 9,946 

（注）上記金額のうち取引金額のみ消費税等は含まれておりません。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

製品の販売については、味の素㈱の再販売価格と同額であります。なお、販売対価として 0.8％のコミ

ッションを支払っております。 

 

Ⅱ．子会社 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

（被所有）

割合（％）

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引 

の内容

取引 

金額 

（百万円） 

科目 

期末 

残高 

（百万円）

子会社 

日 華 

油 脂 

㈱ 

東京都 

中央区 
290 油脂販売 

直接 

100 

兼任 

２人 

当社 

製品 

の販売

油脂 

製品 

の販売

11,851 売掛金 3,051 

子会社 
㈱Ｊ－ 

ウィズ 

東京都 

中央区 
20 

油脂販売 

その他 

直接 

100 
－ 

当社 

製品 

の販売

油脂 

製品 

の販売

6,376 売掛金 1,557 

（注）上記金額のうち取引金額のみ消費税等は含まれておりません。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

製品の販売については、市場価格等を参考に決定しております。 
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【１株当たり情報に関する注記】 

（１）1 株当たり純資産額 385.27 円 

（２）1 株当たり当期純利益 13.00 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。 

損益計算書上の当期純利益 2,170 百万円 

普通株式に係る当期純利益 2,170 百万円 

普通株式の期中平均株式数 166,930,745 株 

 

 

【重要な後発事象に関する注記】 

Ⅰ．社債発行に関する事項 

平成24年４月23日開催の当社取締役会決議により、下記の通り無担保普通社債を発行することを決議い

たしました。 

 

募集社債の総額 ：上限 150 億円 

募集社債の払込金額の最低金額 ：各社債の金額100円につき金100円 

募集社債の償還の方法および期限 ：５年債満期一括償還 

利率 ：年率1.0％以下 

資金使途 ：長短借入金返済資金および運転資金に充当予定 

 

 

【その他追加情報の注記】 

Ⅰ．会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）に基づき「会社

計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第６号 平成 23 年３月 31 日）を適用しております。 

 

Ⅱ．合併に関する事項 

当社の連結子会社であります㈱Ｊ－ビジネスサービスは、平成24年４月１日をもって、当社が吸収合併

いたしました。 
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連 結 注 記 表 

 

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】 

Ⅰ．連結の範囲に関する事項 

（１） 連結子会社の数･･･････４社 

連結子会社の名称･･･････㈱Ｊ－ウィズ、㈱Ｊ－ビジネスサービス、日華油脂㈱、㈱Ｊ－ケミカル 

なお、㈱Ｊ－ビジネスサービスは平成 24 年４月１日をもって当社が吸収合併いたしました。 

（２） 主要な非連結子会社名･･･････㈱Ｊ－サービス、坂出ユタカサービス㈱、横浜パック㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社８社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

なお、平成 22 年２月１日より休眠会社でありました豊神サービス㈱は平成 24 年２月 17 日開催

の臨時株主総会において解散することを決議し、清算手続きを行っております。 

 

Ⅱ．持分法の適用に関する事項 

（１） 持分法を適用の非連結子会社 

持分法適用の非連結子会社はありません。 

（２） 持分法適用の関連会社･･･････３社 

持分法適用の関連会社の名称･･･････㈱ユタカケミカル、太田油脂㈱、Siam Starch Co.,Ltd. 

（３） 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 

持分法を適用していない非連結子会社（㈱Ｊ－サービス以下８社）、及び関連会社（㈱ＪＯＹア

グリス以下２社）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

 

Ⅲ．会計処理基準に関する事項 

（１） 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの･･･････連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

時価のないもの･･･････移動平均法に基づく原価法 

② デリバティブ･･･････時価法。ただし、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場

合は特例処理を採用しております。 

③ たな卸資産 

原材料中の大豆・菜種・トウモロコシ・あまに･･･････先入先出法に基づく原価法 

 （貸借対照表価額は収益性低下による簿価切下げの方法により算定） 

上記以外のたな卸資産･･･････月別総平均法に基づく原価法 

 （貸借対照表価額は収益性低下による簿価切下げの方法により算定） 

（２） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有 形 固 定 資 産（リース資産を除く） 

建 物･･･････ 定額法 

上記以外の有形固定資産･･･････ 定率法 

なお、主な耐用年数は建物及び構築物が７年～60 年、機械装置及び運搬具が７年～15 年であり

ます。 

② 無 形 固 定 資 産（リース資産を除く）･･･････ 定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 
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③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。 

（３） 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

（４） 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を

計上しております。 

③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

④ 製品回収引当金 

製品自主回収に関する費用の支出に備えるため、合理的な損失見積額を計上することとしており

ます。 

⑤ 災害損失引当金 

自然災害等により損傷した資産の復旧等に要する支出に備えるため、合理的な損失見積額を計上

することとしております。 

⑥ 退職給付引当金 

当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額

を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額

法により費用処理しております。 

また、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）によ

る定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

なお、当連結会計年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等

を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として計上することとしております（前払年金費

用は投資その他の資産の「その他」に含めて計上しております）。 

⑦ 役員退職慰労引当金 

当社及び一部の連結子会社は、役員退職慰労金及び執行役員の退職給付の支出に備えるため、内

規に基づく期末要支給額の 100％を計上しております。 

⑧ 環境対策引当金 

有害物質の処理等の環境対策の支出に備えるため、合理的な損失見積額を計上しております。 

（５） 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を採用し、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理

を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘ ッ ジ 手 段 ヘ ッ ジ 対 象 

為替予約 外貨建買掛金及び外貨建予定取引 

金利スワップ 借入金 
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③ ヘッジ方針 

内規に基づき、為替変動及び市場金利の変動によるリスクを低減する目的で行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ期間全体のキャッシュ・フロー総額をひとつの単位とみなし、各有効性判定時点で既経過

分キャッシュ・フロー総額を算定し、ヘッジ対象とヘッジ手段の各キャッシュ・フロー総額の変動

額を比較する方法によっております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。 

（６） その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

（７） のれんの償却方法及び償却期間 

のれんは、個別案件ごとに判断し 20 年以内の合理的な年数で均等償却しております。ただし、

金額が僅少の場合は、発生した期の損益として処理することとしております。 

 

 

【連結貸借対照表に関する注記】 

Ⅰ．保証債務 

保 証 先 
保証金額 

（百万円） 
備 考 

従 業 員 9 住宅ローン等に対する保証債務 

計 9  

 

Ⅱ．有形固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 107,751 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】 

Ⅰ．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 167,542,239 － － 167,542,239

 

Ⅱ．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 616,489 4,318 1,965 618,842

（注）増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の買増し請求によるものであります。 

 

Ⅲ．配当に関する事項 

（１） 配当金支払額 

決 議 
株式の

種 類 

配当金の総額

（百万円） 

1 株あたり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 23 年６月 29 日 

定 時 株 主 総 会 

普通 

株式 
667 ４ 平成 23 年３月 31 日 平成 23 年６月 30 日

平成 23 年 11 月７日 

取 締 役 会 

普通 

株式 
667 ４ 平成 23 年９月 30 日 平成 23 年 12 月５日

 

（２） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決 議 
株式の

種 類 

配当の 

原資 

配当金の

総額 

（百万円）

1株あたり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 24 年６月 28 日 

定 時 株 主 総 会 

普通 

株式 
利益剰余金 667 ４ 平成 24 年３月 31 日 平成 24 年６月 29 日
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【金融商品に関する注記】 

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項 

（１） 金融商品に対する取り組み方針 

当社グループは、主に植物油脂の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資

金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用

し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリス

クを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。 

（２） 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投

資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されてお

ります。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、１年内の支払期日であります。また、その一部には、原

料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約

を利用してヘッジしております。 

社債及び借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償

還日は決算日後、最長２年半後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リス

クに晒されておりますが、デリバディブ取引（金利スワップ）を利用してヘッジしております。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

した先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利

スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘ

ッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重

要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。 

（３） 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における債権担当者が主要な取引

先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況

等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与

信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。 

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の

高い金融機関とのみ取引を行っております。当連結会計年度の決算日現在における最大信用リスク

額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社グループは、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対

して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、当社グループは、借入金に

係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。有価証券及

び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めた財務取引に関する規程に基づいて行

っております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループは、各社が月次に資金繰

計画を作成するなどの方法により管理しています。 

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「Ⅱ.金融商品の時価

等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ

ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

（５） 信用リスクの集中 

当連結会計年度の決算日現在における営業債権のうち 26.7％が特定の大口顧客に対するものであ
ります。 
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 

平成 24 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注

２）を参照ください。）。 

（単位：百万円） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（１）現金及び預金 5,955 5,955 － 

（２）受取手形及び売掛金 37,263 37,263 － 

（３）有価証券及び投資有価証券 6,639 6,639 － 

資産計 49,858 49,858 － 

（１）支払手形及び買掛金 16,227 16,227 － 

（２）短期借入金 16,890 16,890 － 

（３）社債 5,000 4,951 △48

（４）長期借入金 10,565 10,565 － 

負債計 48,682 48,634 △48

デリバティブ取引（※） 3 3 － 

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、

（ ）で示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

（１）現金及び預金、並びに（２）受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

（３）有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

 

負 債 

（１）支払手形及び買掛金、並びに（２）短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

（３）社債 

当社グループの発行する社債は、組込デリバティブ取引を利用した社債であります。時価は取引

金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

（４）長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いて算定する方法によっております。 
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デリバティブ取引 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引･･･････該当するものはありません。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

①通貨関連 

（単位：百万円） 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 

取引の種類等 
主なヘッジ対象 契約額等 うち１年超 

時価 

（※１） 

原則的処理方法 

為替予約取引 

 買建 

  米ドル 

  ユーロ 

買掛金 

 

 

8,046 

9 

 

 

－ 

－ 

 

 

68

0

為替予約等 

の振当処理 

為替予約取引 

 買建 

  米ドル 

  ユーロ 

買掛金 

 

 

7,901 

281 

 

 

－ 

－ 

 

 

（※２）

（※２）

合計 16,240 － － 

（※１）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

（※２）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体となって処理されている為にその

時価は当該買掛金の時価に含めております。 

②金利関連 

 （単位：百万円） 

ヘッジ会計の方法 
デリバティブ 

取引の種類等 
主なヘッジ対象 契約額等 うち１年超 

時価 

（※） 

金利スワップ 

の特例処理 

金利スワップ取引 

 支払固定・受取変動
長期借入金 10,200 2,600 △64

合計 10,200 2,600 △64

（※）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 （単位：百万円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 3,250

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

「資 産（３）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 （単位：百万円） 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 

現金及び預金 5,955 － － － 

受取手形及び売掛金 37,263 － － － 

合計 43,218 － － － 
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（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

 （単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

社債 － 5,000 － － － － 

長期借入金 7,649 2,649 267 － － － 

合計 7,649 7,649 267 － － － 

 

 

【１株当たり情報に関する注記】 

（１）１株当たり純資産額 407.99 円 

（２）１株当たり当期純利益 15.75 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。 

連結損益計算書上の当期純利益 2,629 百万円 

普通株式に係る当期純利益 2,629 百万円 

普通株式の期中平均株式数 166,924,214 株 
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【税効果会計に関する注記】 

Ⅰ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 百万円 

土地評価減 6 

減価償却費 159 

有価証券評価減 138 

会員権等評価減 98 

貸倒引当金 52 

未払金 955 

未払事業税 129 

賞与引当金 259 

退職給付引当金 1,776 

役員退職慰労引当金 107 

未実現利益 217 

その他 185 

繰延税金資産小計 4,088 

評価性引当額 △342 

繰延税金資産合計 3,746 

 

（繰延税金負債） 

連結上の土地の評価差益 △3,584 

退職給付信託に係る益金不算入額 △517 

固定資産圧縮積立金 △248 

その他有価証券評価差額金 △1,035 

繰延ヘッジ損益 △26 

繰延税金負債合計 △5,411 

繰延税金資産の純額 △1,665 

 

Ⅱ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下

であるため注記を省略しております。 

 

Ⅲ．法定実効税率の変更 

平成 23 年 12 月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部

を改正する法律」（平成 23 年法律第 114 号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するた

めに必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 117 号）が公布され、平成 24 年４月１日

以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとな

ります。 

平成 24 年４月１日から平成 27 年３月 31 日 38.01％ 

平成 27 年４月１日以降 35.64％ 

 

この税率の変更により繰延税金負債の純額が 350 百万円減少し、法人税等調整額が 202 百万円減少し

ております。 
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【重要な後発事象に関する注記】 

社債発行に関する事項 

平成24年４月23日開催の当社取締役会決議により、下記の通り無担保普通社債を発行することを決議

いたしました。 

 

募集社債の総額 ：上限 150 億円 

募集社債の払込金額の最低金額 ：各社債の金額100円につき金100円 

募集社債の償還の方法および期限 ：５年債満期一括償還 

利率 ：年率1.0％以下 

資金使途 ：長短借入金返済資金および運転資金に充当予定 

 

 

【その他追加情報の注記】 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）に基づ

き「会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第６号 平成 23 年３月 31 日）を適用しております。 

 

 

以上 


